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運営規程 

第１章 総則 

第１章 目的及び事業 

（趣旨） 

第１条 この規程は、介護保険法に基づき、指定介護予防支援を行う事業所の適正な運営につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 介護予防支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができ

るように要介護状態になることをできる限り予防し、自立した生活を営め、高齢者一

人ひとりの生きがいや自己実現のために総合的に支援することによって、生活の質

（QOL）の向上をめざすことを目的とする。 

（運営方針） 

第３条 介護予防支援事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むこ

とのできるように配慮して行うこととする。その際、利用者の持てる力を活かし、家

族の協力を仰ぐこととし、自助、共助、公助の考えで利用者、家族の同意を得て行う

こととする。 

 

第２章 介護予防支援事業 

 

（事業所） 

第４条 介護予防支援事業所を次のとおり設置する。 

熊本市南１地域包括支援センター  

（事業の実施地域） 

第５条 事業の実施地域は、次のとおりとする。 

    熊本市南区富合町 

（職員の職種及び員数） 

第６条 介護予防支援事業所に配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。 

（１） 管理者１名 

（２） 保健師等１名以上、社会福祉士１名以上、主任介護支援専門員１名以上 

（職員の職務内容） 

第７条 前条に定める職員の職務は、次のとおりとする。 

（１） 管理者は、当該事業を管理するものとし、職員を指導監督するものとする。 

（２） 保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員は、管理者の指示を受け、介護

予防支援業務を行う。 

 

第３章 営業日及び営業時間 

 

（営業日及び営業時間） 

第８条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）月～土曜日    8：30～17：15 

   (日曜日、12月31日～1月3日は除く) 

 

 



第４章 指定介護予防支援事業の提供方法及び内容 

 

（指定介護予防支援の提供方法） 

第９条 指定介護予防支援の提供方法については、次のとおりとする。 

（１） 提供開始については 

① あらかじめ利用者又はその家族等に対し、その手続き、提供方法等につき説明

を行い、同意を得るものとする。 

② 利用者の受給資格を確認の上、介護予防支援を開始するものとする。 

（２） 利用者及びその家族等に対し、適切な介護予防支援が行えるようにするため、

基本情報の把握に努め、介護予防サービス・支援計画書、支援経過等を記録に

残し定められた期間保存する。 

（３） 提供の継続については、定期的に評価をして検討することとする。 

（４） 提供の終了については、利用者又は家族に対する適切な指導を行うとともに、

必要時利用者又はその家族等の了解の上情報提供を関係機関に行い連携を図

ることとする。 

（介護予防支援の内容） 

第１０条 自ら担当する場合と委託する場合いずれも、介護予防ケアマネジメント業務を行う。 

（１） アセスメントの実施・訪問調査・契約 

（２） 介護予防サービス計画原案の作成 

（３） サービス担当者介護の開催 

（４） 介護予防サービス計画の交付（利用者への説明と同意を得て行う） 

（５） 計画の実施状況の把握（モニタリング） 

（６） 給付管理業務 

（７） 日常の利用者との連絡調整 

（８） サービス提供事業者や主治医、利用者家族等との連携、連絡調整 

（９） 委託先の介護予防支援事業所からの利用実績と請求書の提出を受けた後に精査

後、委託料を支払う。 

（１０） 要支援認定・要介護認定の申請に関わる援助を行う。 

２ 介護予防支援事業所は、介護予防（高齢者が介護を要する状態になることをできる

限り防ぐこと、日常生活の自立に向けて意欲をもって取り組むことを支援するこ

と）をとおして、利用者一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを総合

的に支援することによって、生活の質の向上を目指すために設置された事業所であ

ることを理解していただけるように説明するように努めることとする。 

３ 介護予防支援事業所は、介護予防サービス計画を作成するにあたっては、まず利用

者が望む生活がどのようなものかを利用者や家族の意向を丁寧に伺い、利用者の

「目標とする生活」のイメージを協同でつくりあげるようアプローチする。 

４ その利用者の「目標とする生活」へできるだけ近づくようにするための目標を設定

し、実現するためには、何を利用者ご自身や、家族、近隣の方を含めた周囲の人た

ちが行えば可能なのかを介護支援専門員と共に考えることとする。その際に、「利

用者ご自身ができることはできる限りご自身で行う」ことを利用者、家族にご理解

いただき、利用者の主体的な取り組みができるよう働きかけていくこととする。 

５ 利用者ができないことを補う形でサービス提供は、かえって利用者の生活機能の低

下を招き、結果的に利用者の生活の質を低下させてしまう、利用者のできる能力を

阻害するような不適切なサービス（介護予防訪問介護等で訪問介護員のみが家事を

行うなど）を提供しないよう、利用者ができていること、利用者のもてる力を引き



出し強めることができるよう、利用者、家族の合意のもとで介護予防サービス計画

を作成する。 

６ サービスの利用は、日常生活の活発化に資するサービスを検討し、サービスを利用

することで利用者が生活を営む力が増すような内容を計画に盛り込むように利用

者、家族と共に検討することとする。 

７ 介護予防支援事業所は、サービス担当者会議を開催し、利用者のかかげた目標が達

成できるように利用者、家族、サービス関係者等の果たすべき役割を確認し実行で

きるようにする。 

８ 介護予防支援事業所は、評価を行い、目標を達成できていない場合は、利用者、家

族、関係者と協議しサービス計画の見直しを行うこととする。目標を達成できてい

る場合も、利用者、家族の意向を確認し、予防給付、介護予防事業の料制度の円滑

な利用を検討する。 

９ 介護予防支援事業所の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利

用者に公正、中立の立場にたって、特定の介護予防事業所にサービスの提供が偏る

ことのないよう行うものとする。 

１０ 介護予防支援事業の運営にあたっては、熊本市南区役所、運営協議会、主治医、

介護予防サービス事業所、他の指定介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所との

連携に努めるものとする。 

１１ 自己を高めることに努め、機会をとらえ積極的に研修等に参加するようにする。 

 

（情報の保存・開示義務） 

第１１条 利用者の介護サービス・支援計画表・個人記録表、経過を記載したもの等を5年間

保存することとする。 

２ 利用者が前項の記録の閲覧を求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。

ただし、扶養者その他のもの（利用者の代理人を含む）に対しては利用者の承諾が

あり、かつその他必要と認められた場合に限りこれに応じるものとする。 

３ 契約を解除した際、他の介護予防支援事業所の利用を希望する場合、利用者から申

し出があったときには、利用者の介護予防サービス計画およびその実施状況等に関

する書類等を交付することとする。 

（苦情相談への対応） 

第１２条 当事業所が提供した介護予防サービス・支援計画やその計画に基づいて提供された

介護予防サービスについて利用者やその家族より、苦情の申立がある場合は、次に

より迅速かつ適切に対処するものとする。 

（１） 管理者が責任を持って対処すること 

（２） 速やかに情報の把握に努めること 

（３） 苦情の内容を記録すること 

（４） 必要があるときは、是正を行うこと 

（５） 対処の方針およびその結果について、利用者および関係機関に掲示し、または

告示すること 

２ 利用者が、苦情申立等を行ったことを理由に、不利益な取扱を行わないこととする。 

（個人情報保護） 

第１３条 介護予防支援業務を行うにあたって、利用者およびその家族に関する個人情報を用

いる必要がある場合には、利用者およびその家族に使用目的等を説明し、同意を得

て使用することとする。 

２ 正当な理由がない限り、その業務上知りえた利用者およびその家族に関する個人情



報について第三者に漏らすことはしない。 

（緊急時の対応） 

第１４条 現に介護予防支援の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合は、速やかに主治医に連絡を取るなど、必要な対応を講じることと

する。 

（中立義務） 

第１５条 介護予防支援事業所を行うにあたっては、利用者に提供される予防給付によるサービ

ス等が特定の種類に偏ることのないようにする。特定の介護予防サービス事業者を有

利に扱うことがないようにする。 

（利用者代理人） 

第１６条 利用者の権利擁護に努め、必要に応じ、代理人の選任を家族に提案、権利擁護事業や

成年後見制度を紹介、利用の支援を行うこととする。 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１７条 当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、

次に掲げる通り必要な措置を講じる。 

   （１） 虐待防止に関する担当者を選定する。 

虐待防止に関する担当者 管理者  重元 弥生 

   （２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職

員に周知徹底を図る。 

   （３） 虐待防止のための指針を整備する。 

   （４） 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

   （５） +サービス提供中に、当事業所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報する。 

 

第５章 利用料 

 

（利用料） 

第１８条 利用料については、介護保険告示上の額とする。 

 

第６章 施設管理 

 

（職員の服務） 

第１９条 職員は、関係法令および諸規定を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念

し、服務にあたっては、協力して事業の秩序を維持し、常に次の事項に注意しなけれ

ばならない。 

（１） 利用者およびその家族に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任を持

って接遇すること 

（２） 常に健康に留意し、明朗な態度を失わないこと 

（３） 相互に協力しあい、能率の向上に努力すること 

（その他） 

第２０条 利用者に対し、特定の事業所によるサービスを利用させることの代償として、居宅介

護支援事業所またはその従事者に対し、金品その他の利益を供与しないものとする。 

 



付 則 

この規定は平成20年10月6日より施行し同日から適用する。 

    この規定は平成21年4月1日より施行し同日から適用する。 

この規定は平成22年6月5日より施行し同日から適用する。 

この規定は平成24年4月1日より施行し同日から適用する。 

この規定は平成25年8月1日より施行し同日から適用する。 

この規定は平成27年4月1日より施行し同日から適用する。 

この規定は平成30年4月1日より施行し同日から適用する。 

この規定は令和2年12月24日より施行し同日から適用する。 

この規定は令和5年5月1日より施行し同日から適用する。 

この規定は令和6年4月1日より施行し同日から適用する。 


